
議案第６８号  

 

（仮称）市川市新第１庁舎新築工事請負変更契約について  

 

（仮称）市川市新第１庁舎新築工事請負変更契約について、次のとおり仮契

約を締結したので、市議会の議決を求める。  

  平成３１年２月１８日提出  

市川市長  村 越   祐 民     

 

記 

 

１ 工 事 名  （仮称）市川市新第１庁舎新築工事  

２ 工 事 場 所  市川市八幡１丁目５４２番２外２筆  

３ 請負代金額  １１,６６１ ,４０８,０００円  

４ 契約相手方  千葉市中央区中央港１丁目１６番１号  

         竹中工務店・大城組特定建設工事共同企業体  

代表者    株式会社竹中工務店 東関東支店  

         支店長 鈴木 裕史  

５ 工 事 概 要  （仮称）市川市新第１庁舎新築工事における建築工事 

鉄骨造 地上７階・地下１階・塔屋１階建（免震構造）  

建築面積  ５,６８２.５４平方メートル  

         延床面積 ３０,６５６.０３平方メートル  

本庁舎解体工事 一式



理  由  

 

  既定予算に基づく（仮称）市川市新第１庁舎新築工事について、受注者と

の間に工事請負変更仮契約を締結したので、市川市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第２７号）第２条

の規定により提案するものである。



議案第６８号の参考  

工事請負変更仮契約書 

 

 発注者市川市と受注者竹中工務店・大城組特定建設工事共同企業体とは、平成

２８年１２月９日付で締結した（仮称）市川市新第１庁舎新築工事請負契約（以

下「原契約」という。）について、次のとおり変更する。  

なお、この工事請負変更仮契約書に定めなき事項は、原契約によるものとする。  

この契約は、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例により、議会の可決を得たとき、本契約が締結されたものとする。ただし、

議会の可決が得られないとき、この契約は無効となり、発注者は、損害賠償の責

を負わない。  

 

 （工事内容の変更）  

第１条 原契約で定める工事内容を別添工事設計書のとおり変更する。 

 

（請負代金の増額）  

第２条  前条に定める工事内容の変更及び原契約約款第２５条第６項の適用に伴

い、原契約で定める請負代金額  

「￥１１,１９９,６００,０００ うち取引に係る消費税及び地方消費税 

￥８２９,６００,０００」を 

￥４６１,８０８,０００ うち取引にかかる消費税及び地方消費税  

￥３４,２０８,０００増額し、  

「￥１１,６６１,４０８,０００ うち取引に係る消費税及び地方消費税 

￥８６３,８０８,０００」に改める。  

 

（継続費に係る契約の特則の変更）  

第３条  前条に定める請負代金の増額に伴い、原契約約款第３９条第１項に定め

る請負代金の支払に係る予算年割額  

「平成３０年度 ２,２３９,９２０,０００円 

平成３１年度 ４,４７９,８４０,０００円」を 

４６１,８０８,０００円増額し、  

「平成３０年度 ２,４２４,６４３,２００円 

平成３１年度 ４,５７２,２０１,６００円 

平成３２年度    １８４,７２３,２００円」に、 

 



第２項出来高予定額  

「平成３０年度 ２,２３９,９２０,０００円 

平成３１年度 ４,４７９,８４０,０００円」を 

４６１,８０８,０００円増額し、  

「平成３０年度 ２,４２４,６４３,２００円 

平成３１年度 ４,５７２,２０１,６００円 

 平成３２年度    １８４,７２３,２００円」に改める。  

 

（工期の延期）  

第４条 原契約で定める完成日を平成３２年７月２２日まで延期する。 

 

この契約の証として、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、

各自１通を保有する。  

 

平成３０年１２月２６日 

 

住所  市川市八幡１丁目１番１号  

発注者      市川市 

氏名  代表者 市長     村 越  祐 民     印 

 

住所  千葉市中央区中央港１丁目１６番１号 

受注者   

名称  竹中工務店・大城組特定建設工事共同企業体  

 

住所  千葉市中央区中央港１丁目１６番１号 

構成員      株式会社竹中工務店 東関東支店  

（代表者）氏名  支店長       鈴 木  裕 史      印 

 

住所  市川市真間３丁目１０番２３号  

構成員      株式会社大城組  

氏名  代表取締役社長 佐 々 木  建 雄   印  
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案  内  図  

ＪＲ本八幡駅  

 

ＪＲ総武線  

 

国道 14 号線  

 

京成八幡駅  

 計画地：  

市川市八幡 1 丁目 542 番 2 外 2 筆  

 



議案第６８号の参考図２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配  置  図  
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変更内容①  

工事請負契約約款第２５条第６項 (インフレスライド条項 )の運用に基づ

き、請負代金の変更を行う。  

請負代金額の変更額 (スライド額 )は、当該工事に係る変動額のうち請負代

金額から基準日における出来高部分に相応する請負代金額を控除した額の

１００分の１に相当する金額を超える額とする。  

 

変更内容②  

地中障害物の撤去に約４ヶ月の不測の日数を要したことから約４ヶ月工

期を延期する。  
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